
4月に大阪市立小学校又は中学校へ入学するお子さ
んのいるご家庭に、就学通知書を送付しました。届い
ていない場合はお問い合わせください。国立・私立等
へ入学する場合は、保護者の方が「入学許可証・本
人確認書類（免許証等）・印鑑」を持参のうえ、区役所
又は出張所（東淡路4-15-1）へお届けください。特別
な事情により指定校変更の手続きを希望される場合
は、就学通知書に同封している案内の期限までに区
役所又は出張所で手続きが必要です。
各学校で開催される入学説明会等については、就学
通知書に同封の「入学説明会等の日程に関する案
内」をご確認ください。

子育て・教育

日 時 13:30〜15:30

持ち物 母子健康手帳・冊子「わくわく」

★Hello！マタニティクラス（妊婦教室）

★妊婦歯科健診

日 時 1月8日（水）・1月22日（水）
2月12日（水）  13:30〜16:00

問合せ 健康相談 2階24番 4809-9968

問合せ 子育て・教育 2階25番
4809-9850

問合せ 高齢者・障がい者 2階27番 4809-9855

問合せ 住民情報 1階5番
4809-9963

申込・問合せ 子育て支援室 2階25番 4809-9854

問合せ 大阪府国民年金基金 0120-65-4192

問合せ
・国民健康保険料…保険年金 1階7番 4809-9946

・介護保険料…介護保険 2階29番 4809-9859

・後期高齢者医療保険料…保険年金 1階6番
4809-9956

問合せ 東淀川税務署（淀川区木川東2-3-1）

6303-1141（代表）（平日8:30～17:00）

★助産師による専門相談

保健福祉センター（区役所2階）で
実施します

日 時 1月14日（火）・2月4日（火） 
14:00～15:30

日 時 2月3日（月）～14日（金）（土・日・祝を除く）
9:00～17:30（金曜は19:00まで）

日 時 2月12日（水）～14日（金） 9:30～15:00
（混雑状況により受付早期終了あり）

場 所 梅田スカイビル タワーウエスト10階
アウラホール（北区大淀中1-1-30）

対 象 東淀川税務署管内の納税者

対 象 ・ 20～60歳未満の国民年金に加入されている方
・ 国民年金に任意加入されている60歳～65歳未
   満の方や海外居住されている方

日 時 1月6日（月）・2月3日（月） 
13:20～13:35 ※妊婦教室を受講する方は予約不要

対 象 生後12か月未満 （1歳の誕生日の前日まで）
※標準的な接種期間:生後5～8か月

日 時 1月24日 （金） 10：00～11：30
場 所 区役所出張所 3階 多目的室（東淡路4-15-1）

日 時 1月30日（木） 10：30～11：40
場 所 東淀川区子ども・子育てプラザ 軽運動室

対 象 生後3か月から１歳までの親子
定 員 30組 ※１月6日（月）～受付開始。定員になり次第、締切。

持ち物 予防接種手帳・母子健康手帳
問合せ 保健企画 2階22番 4809-9882

場所・問合せ 梅田市税事務所 市民税等グループ

4797-2953

●BCG接種

無料・予約不要

無料・予約不要

無料・予約不要

無料・予約不要

● 2月3日（月） あたらしい命を迎えるために
　　　　　　      （妊婦歯科健診・無料）
● 2月10日（月）  これから始まる赤ちゃんとのくらし
　　　　　　　　　※終了後にリサイクル衣料を提供します

● 3月23日（月）  お産のイメージづくり

抱っこやオムツの替え方などの育児体験ができます。

妊娠・出産・授乳・卒乳などお気軽にご相談ください。

無料・要申込

無料・要申込

無料

手続き
個人市・府民税、所得税等の
申告が始まります

今と老後の2つのゆとり、
国民年金基金をはじめませんか？

届いてますか？就学通知書

こどもの発育・発達
～小児科医からのおはなし～

季節の工作「節分」

税に関する各種控除のご案内

２月17日（月）から区役所等で個人市・府民税の申
告受付会場を開設しますが、開始日から１週間程度
は大変混雑しますので、下記事前申告会場をぜひご
利用ください。
※所得税の申告に関する受付・お問合せは東淀川
　税務署へお願いします。

国民年金基金は、自営業の方とそのご家族などが国
民年金とセットで加入し、掛金の税優遇を受けながら
積み立て、老後に国民年金に上乗せの年金を受けら
れる公的な個人年金です。掛金の全額が所得から控
除され、所得税・住民税共に軽減されます。受ける年
金も「公的年金控除」の対象で、遺族一時金も非課税
です。終身年金が基本で、万一の時はご遺族に一時
金が支払われます。掛金額は払込期間終了まで変わ
らず、加入時の掛金額により受け取る年金額が確定し
ます。掛金は、収入に応じて全額の一時停止や2口目
以降の減口・増口が可能で無理なく続けられます。

小児科医による乳児期の発育・発達についてのおは
なしや、ふれあいあそびなどを行います。

無料・要申込
開かれた学校運営をめざして
「学校協議会」
「学校協議会」は、保護者や地域住民等が連携・協力
し、学校の運営に参加するとともに、保護者等の意向
を反映するため、すべての学校園に必ず置くこととさ
れています。各学校では、年3回開かれています。2～
3月に本年度の第3回目を開催し、各学校の「運営に
関する計画」（１年間の学校運営の計画や各学校が
行っている学力・体力向上のための工夫点）の最終
評価などについて話し合います。どなたでも傍聴でき
ますので、開催日時や傍聴の手続きなどは各学校に
お問い合わせください。

税理士による所得税・個人事業者の消費税の相談
会場を開設します（不動産及び株式等の譲渡所得
の申告相談を除く）。

平成31年１月～令和元年12月に納付された保険料
は、確定申告等の所得申告時に社会保険料控除の
対象となります。納付済額は通帳・領収書・源泉徴収
票をご参照ください。確定申告に納付済額の証明書
の添付は必要ありません。個人情報保護のため納付
済額は直接お答えできませんが、ご希望の方には平
成31年1月～令和元年12月の保険料納付額の確認
書類である「納付済額のお知らせ」を送付しますの
で、お申し出ください。事前に希望されている場合は、
2月上旬（介護保険料は1月下旬）に郵送します。ま
た、区役所及び出張所（東淡路4-15-1）で交付するこ
ともできます（介護保険料は区役所のみ）。本人確認
書類をご持参ください。

●保険料（国民健康保険、後期高齢者医
　 療制度、介護保険）の社会保険料控除

身体障がい者手帳などの交付を受けていない方で
も、65歳以上で6か月以上寝たきりの状態にある方、
認知症又は身体に障がいがあり、その程度が身体障
がい者手帳などの交付基準に準ずる場合は、申請に
より「障がい者控除対象者認定書」の交付を受ける
ことができます。認定書は最大5年間さかのぼって交
付されます。認定書を提示し、所得税の確定申告や
個人市・府民税の申告をすることにより、税法上の
「障がい者控除」の適用を受けることができます。

●あなたのご家族も、
　障がい者控除認定の対象かも？

※所得税・復興特別所得税の確定申告
　書 等 は国税 庁HPで 作成 で きます▶

なし定員・一時保育  ※材料がなくなり
　次第終了

問合せ 子ども・子育てプラザ（区役所4階）

6327-5650

●令和2年度個人市・府民税の
　事前申告受付

●所得税等の確定申告相談

（北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル７階）
（平日9:00～17:30 金曜は19:00まで）

親子で一緒に節分にちなんだ工作を楽しみましょう！

詳細はこちら▶

窓口状況が確認できます2

納期限は、 1月31日　  です金
★個人市・府民税（普通徴収・第4期分）、国民健康保険料、　
　後期高齢者医療保険料、介護保険料の

1階窓口サービス課のお待ち人数などがホームページで確認できます！ぜひご活用ください。

納期限のお知らせ 期限内納付に
ご協力をお願いします
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